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川 越 市 民 憲 章

（昭和57年12月1日制定）

先人の輝かしいあゆみにより、すばらしい歴史的遺産をもつ川越。わたくしたちは、この

まちに生きることに誇りをもって、さらに住みよい魅力あふれるまちづくりをすすめていく

ことを誓い、ここに市民憲章を定めます。

１ 郷土の伝統をたいせつにし、平和で文化の香りたかいまちにします。

１ 自然を愛し、清潔な環境を保ち、美しいうるおいのあるまちにします。

１ きまりを守り、みんなで助けあう明るいまちにします。

１ 働くことに生きがいと喜びを感じ、健康でしあわせなまちにします。

１ 教養をふかめ、心ゆたかな市民として、活力にみちたまちにします。
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第1章 計画の目的と位置づけ

1 計画策定の目的
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本市では、平成18(2006)年に制定された観光立国推進基本法の意義を踏まえ、観光客
1,000万人誘致に向けた観光まちづくりを目指して、平成20(2008)3月に川越市観光振興計画
を策定しました。

その後、観光立国を目指す国の施策のもと、人口減少、少子高齢化などの社会経済情勢の変化、
観光ニーズの多様化などが進み、東京2020オリンピックを契機としたインバウンド施策をさらに計画的
に推進する必要が生じてきました。そのため、平成28年度までの計画期間であった川越市観光振興
計画を1年前倒しし、インバウンド施策に重点的に取り組むこととなりました。また、本市における新た
な地域資源の発掘と他地域との広域連携により、国内外にも認知され、市民が誇れる観光都市の
実現を目指して、平成28（2016）年３月に第二次川越市観光振興計画（計画期間:平成
28年度から令和７年度までの10年間）を策定しました。

この間、新型コロナウイルス感染症の流行、これに伴う密を避けた個人旅行や近場での旅行（マイ
クロツーリズム）といった新たな観光需要が顕在化したことなどに加えて、円安に伴う外国人観光客
の増加や猛暑による観光産業への影響など、本市の観光を取り巻く環境が大きく変貌しました。この
ような中、本市を訪問する観光客数は、コロナ禍前の状況にほぼ戻り、インバウンド市場も急速に拡
大していることから、さらなる多言語対応やデジタル技術を活用した情報発信の強化などが必要とな
りました。

こうした現状を踏まえ、今後5年間に取り組むべき施策や取組を明確にし、第4次観光立国推進
基本計画が掲げる「持続可能な観光」・「消費額拡大」・「地方誘客促進」のキーワードに沿って、本
市の魅力あふれる歴史的・文化的遺産やさまざまな観光資源を活用した観光振興を図り、持続可
能な観光地域づくりを実現するため、第三次川越市観光振興計画の策定を行うこととしました。
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3 計画の位置づけ

本計画は、「第五次川越市総合計画」を上位計画とし、「川越市産業振興ビジョン」「川越市農業振
興ビジョン」「川越市都市・地域交通戦略」などの関連計画との整合を図りながら策定する観光振興を図
るための計画です。

第1章 計画の目的と位置づけ

本計画の計画期間は、令和8年度から令和12年度までの5年間とします。

※第一次及び第二次計画では期間を10年間としていましたが、先進的な技術を活用した観光分野のDX化
や観光客増加に伴うオーバーツーリズム対策への対応など、計画策定も迅速かつ柔軟な対応が求められ、かつ、
より効果的な観光施策を進める必要があることから、本計画における計画期間は5年間とします。

2 計画の期間

【第三次川越市観光振興計画の位置付け】

第五次川越市総合計画

第三次川越市観光振興計画
川越市産業振興ビジョン
川越市農業振興ビジョン

川越市都市・地域交通戦略 など
整合

【個別計画】

【上位計画】

【関連計画】
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令和5（2023）年に『観光立国推進基本計画(第4次)』が閣議決定され、コロナ禍からの観光の早
期回復を図るための3年間の計画が進められてきました。令和6（2024）年には訪日外国人旅行者数
がコロナ禍前の令和元（2019）年を上回り、順調な回復を遂げていることを受け、令和8（2026）年
からの新たな計画が現在検討されています。

(1)計画（観光立国推進基本計画）

第2章 観光を取り巻く状況 1 国の動向

１ 国の動向

出典:観光庁
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観光が地域の生活環境や文化などにもたらす負の影響や、持続的な観光振興に大きなダメージを
与える感染症の拡大や自然災害への対応など、地域の観光振興に対しサスティナブルな視点が世界
的に求められています。
観光庁は令和2（2020）年に、持続的な観光の国際基準である『GSTC-D(Global 

Sustainable Tourism Criteria for Destinations)』に準拠し、日本の特性を項目に反映した
『持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D(Japan Sustainable Tourism Standard for 
Destinations)』を策定し、多面的な現状把握の結果に基づき、持続可能な観光地マネジメントを
行うための観光指標を地域の観光推進組織に対して示しました。

ガイドラインは、持続可能な観光振興において必要となる
以下の項目が示されています。

A 持続可能なマネジメント

A１ デスティネーション・マネジメント戦略と実行計画
A２ デスティネーション・マネジメントの責任
A３ モニタリングと結果の講評
A４ 観光による負荷軽減のための財源
A５ 事業者における持続可能な観光への理解促進
A６ 住民参加と意見聴取
A７ 住民意見の調査
A８ 観光教育
A９ 旅行者意見の調査
A10 プロモーションと情報
A11 旅行者の数と活動の管理
A12 計画に関する規制と開発管理
A13 適切な民泊運営
A14 気候変動の適応
A15 危機管理
A16 感染症対策

C 文化的サスティナビリティ

C１ 文化遺産の保護
C２ 有形文化遺産
C３ 無形文化遺産
C４ 地域住民のアクセス権
C５ 知的財産
C６ 文化遺産における旅行者の管理
C７ 文化遺産における旅行者のふるまい
C８ 観光資源の解説

B 社会経済のサスティナビリティ

B１ 観光による経済効果の測定
B２ ディーセント・ワークと雇用機会
B３ 地域事業者の支援と公的な取引
B４ コミュニティへの支援
B５ 搾取や差別の防止
B６ 地権と使用権利
B７ 安全と治安
B８ 多様な受入環境整備

D 環境のサスティナビリティ

D１ 自然遺産
D２ 自然遺産における旅行者の管理
D３ 自然遺産における旅行者のふるまい
D４ 生態系の維持
D５ 野生生物の保護
D６ 動物福祉
D７ 省エネルギー
D８ 水資源の管理
D９ 水質
D10 排水
D11 廃棄物
D12 温室効果ガスの排出と気候変動の緩和
D13 環境負荷の小さい交通
D14 光害(ひかり がい)
D15 騒音

(2)日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D)

第2章 観光を取り巻く状況 1 国の動向
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２ 国の現状

【日本人延べ旅行者数】

【旅行消費額】

令和6（2024）年の国内旅行者数は、宿泊旅行、日帰り旅行ともに平成31（2019）年を下
回っていますが、旅行消費額を見ると、宿泊旅行では平成31（2019）年を大きく上回る結果となって
います。旅行に対する志向性の変化などがうかがえる結果となっています。

※旅行・観光消費動向調査(観光庁)

(万人)

(兆円)

旅行者の志向の変化や人口減少から、国内市場においては、量ではなく、多様化した旅行者をいか
に獲得するかが問われています。

（2）旅行消費額

第2章 観光を取り巻く状況 2 国の現状

（1）日本人旅行者数
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令和6（2024）年の訪日外国人旅行者数は3,687万人に達し、平成31（2019）年を大きく上
回りました。

※旅行・観光消費動向調査(観光庁)

【訪日外国人旅行者数の推移】

3,687万人 8兆1,257億円

【旅行者数の国・地域別構成】 【旅行消費額の国・地域別構成】

(万人)

（3）訪日外国人旅行者数

国別の構成は韓国24％、中国19％、台湾16％、米国7％、香港7％の順。

（4）訪日外国人旅行者数の国・地域別構成

消費額の構成では、中国21％、台湾13％、韓国12％、米国11％、香港8％の順となっており、旅
行者数でトップの韓国は3位、米国は旅行者数の構成を上回っています。

（5）旅行消費額の国・地域別構成

第2章 観光を取り巻く状況 2 国の状況
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(1)計画（埼玉県観光づくり基本計画）

埼玉県では、『第3期埼玉県観光づくり基本計画』(令和4年～令和8年度)において、「旅したくなる
また来たくなる ずっと居たくなる 埼玉」を基本理念に掲げ、以下の5つの施策を展開しています。

①ポストコロナを見据え、チャンスに変える

主要施策1 安心・安全で誰もが楽しめる観光づくりの推進
主な取組 ・外国人観光客のニーズに合わせた周遊ルートの分析や企画

主要施策2 観光産業の持続的発展の促進
主な取組 ・ワーケーションの取組など観光地の課題解決のための、埼玉みどころ旬感協議

会を通じた定期的な情報収集とアドバイスの実施

②デジタル技術で創る・魅せる

主要施策3 デジタル技術を活用した魅力と利便性の向上
主な取組 ・バーチャル技術も活用したアニ玉祭（アニメ・マンガまつりin埼玉）の開催

③埼玉らしさを磨く・極める

主要施策4 アニメの聖地化の更なる推進
主な取組 ・バーチャル技術も活用したアニ玉祭(アニメ・マンガまつりin埼玉)の開催

・アニメ関係者等との連携、特命観光大使*を活用したイベント等の実施

主要施策5 強みを生かした何度も訪れたくなる埼玉観光の確立
主な取組 ・ＤＭＯ*を軸とした地域資源を活用した着地型観光ツアーの造成

・ 渋沢栄一翁を軸とした埼玉三偉人*に関する観光ツアーの展開
・ 民間事業者等と連携したプロモーションや誘客イベントの実施
・ 埼玉みどころ旬感協議会を通じた、各地域における観光資源の磨き上げ、

周遊、滞在、宿泊観光の強化
・ 埼玉県誕生１５０周年記念を起点とした魅力発信やイベントの実施
・ 川や森林等の自然環境を生かした体験型観光*の促進
・ 新たなアウトドアアクティビティ*ツアーの企画、創出の促進
・ 田園の保全や創造等に資する普及啓発を行うための農業体験イベントの実施

3 県の動向

第2章 観光を取り巻く状況 3 県の動向
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埼玉県の入込観光客数の推移を見ると、トータルではコロナ禍前の数年間を下回っていますが、宿泊
客は構成比は僅かなものの、県内客、県外客ともにコロナ禍前を上回っています。

【入込観光客数の推移】

【観光消費額の推移】

※観光入込客統計調査(埼玉県)

*「人回」観光客が特定の地域や施設を訪問した際の「実人数」をカウントする際の単位

(千人回)

(百万円)

（1）入込観光客数

観光消費額は、年々増加傾向にあり、県内・県外客、宿泊・日帰りともに増加しています。

（2）観光消費額

第2章 観光を取り巻く状況 4 県の現状

4 県の現状
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埼玉県を訪れた訪日外国人入込観光客数は、令和5（2023）年は92.9万人で平成31（2019）
年を大きく上回りましたが、令和6（2024）年は60.6万人で2019年と同程度となっていて、日本人を含
めた総入込客数の0.6％程度の構成となっています。

【訪日外国人入込客数】 【訪日外国人観光消費額の推移】

【観光地点別入込客数の推移】

(千人回)
(百万円)

(千人回)

（3）訪日外国人入込観光客数

観光消費額は、令和5（2023）年が145.7億円で近年では最も高く、令和6（2024）年は110.3億
円となっており、日本人を含めた総消費額の1.6％程度となっています。

（4）訪日外国人観光消費額の推移

（5）観光地点別入込客数の推移

※観光入込客統計調査(埼玉県)

観光地点別の入込客数の推移を見ると、コロナ禍前の平成31（2019）年を上回る地点は、「その
他」を除き「都市型観光」のみであり、「行祭事・イベント」も増加傾向にはあるものの、コロナ禍前を大きく
下回っています。

第2章 観光を取り巻く状況 3 県の動向
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第3章 本市の状況と課題 1 川越市の概況 2 主な観光資源

1 川越市の概況

本市は、埼玉県南西部地域における産業・経済・文化の中核都市として発展し、古くから新河岸
川の舟運や川越街道で江戸とつながっていたことから、江戸文化の影響を多く受けました。現在も、江
戸の情緒を色濃く残し、蔵造りの町並みやユネスコ無形文化遺産に登録された川越氷川祭の山車
行事（川越まつり）をはじめ、川越城本丸御殿や喜多院など、魅力ある歴史的・文化的遺産が数
多く残っています。

このような中、本市は、鉄道や路線バス、幹線道路によって、広域的に他の都市と結ばれ、特に、鉄
道においては、相互直通運転により、直通電車を利用して乗り換え無しで本市にアクセスでき、気軽に
川越を訪問できる環境が整っています。

時の鐘一番街

2 主な観光資源

(2)氷川神社・川越城本丸御殿エリア

重厚な蔵造りの商家が並ぶ「一番街」は、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、本市最大
の観光地点となっています。
また、川越のシンボルである「時の鐘」は、４００年近く前から建造された鐘楼で、度重なる火災に遭い

ましたが、その都度再建され、現在も川越のまちに一日４回鐘の音を響かせ、時を告げています。

菓子屋横丁

「川越氷川神社」の歴史は大変古く、古墳文化が伝えられた６世紀に創建されたと伝えられています。
江戸彫りといわれる精緻な彫刻が前面に施された現在の本殿は、埼玉県の有形文化財に指定されてい
ます。
また、「川越城」は、室町時代に太田道真・道灌親子によって築かれ、江戸時代には江戸の北の守りと

して重要視されました。東日本で唯一現存する「本丸御殿」建築であり、さらには、百名城のひとつに指
定されていることから、国内外より多くの観光客が訪問しています。

(1)一番街・菓子屋横丁エリア

川越城本丸御殿写真川越氷川神社
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「喜多院」は、天⾧７（830）年に創建されたと伝えられ、江戸時代に、徳川家康の信任を得る天海
僧正が住職となってから大いに栄えました。その後、川越大火によって喜多院のほとんどが焼失しましたが、
三代将軍家光が江戸城から「家光誕生の間」「春日局化粧の間」が移築され、全域が国の重要文化財
に指定されています。

また、喜多院の南側には、日本三大東照宮のひとつである「仙波東照宮」が隣接しています。

仙波東照宮喜多院

(3)喜多院エリア

「伊佐沼公園」は、広々とした芝生広場やアスレチックなどがあり、家族連れに人気です。また、埼玉県最
大の自然沼「伊佐沼」は、季節ごとに桜や蓮、ひまわり、コスモスを楽しめる景観スポットにもなっています。
周辺には、グリーンツーリズム拠点施設があり、栽培や収穫などの農業体験ができるほか、屋根付きのバー
ベキュー場などもあり、豊かな自然環境のもとで観光を楽しむことができます。

(4)伊佐沼エリア

グリーンツーリズム
拠点施設伊佐沼

(5)その他
① 伝統行事等

国指定重要無形民俗文化財である「川越氷川祭の山車行事」のほか、市内で行われる「南大塚の
餅つき踊り」、「老袋の弓取式」、「石原のささら獅子舞」、「南田島の足踊り」など、地域ごとにさまざまな
伝統行事があり、地域に根付いた民俗芸能が現在も大切に受け継がれています。

老袋の弓取式南大塚の餅つき踊り

第3章 本市の状況と課題 2 主な観光資源
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➁ 特産品

川越の「さつまいも」は、江戸時代では新河岸川の舟運により江戸に運ばれ、安価で甘い川越産のさ
つまいもは人気を博しました。また、江戸時代では、川越は周囲に海が無い環境から、タンパク源をうな
ぎによって得ていたと言われ、 当時の清らかな河川では天然のうなぎがよく採れ、その名残から川越名物
になったとも言われています。
そのほかに、一度は生産が途絶えたものの、昭和後期に復活した、色鮮やかな縞模様が特徴の織物

「川越唐桟」や、鎌倉時代から続く高品質な緑茶である「河越茶」も特産品となっています。

うなぎさつまいも 川越唐桟

川越の風情ある町並みは、アニメの中でもよく描かれています。（一社）アニメツーリズム協会が主催
する「訪れてみたい日本のアニメ聖地８８」で、本市は「月がきれい」、「神様はじめました」の２作品で
認定され、アニメ聖地として愛されています。

➂ アニメ聖地

マラソンを通じて、川越のまちを楽しんでもらおうと、平成22（2010）年から「小江戸川越ハーフマラ
ソン」が開催されています。全国から参加した約１万人のランナーが、川越水上公園をスタートし、蔵造
りの町並みをはじめとした川越の名所を駆け抜けます。
また、本市をホームタウンとしてＪリーグ加盟を目指すサッカークラブ「KOEDO KAWAGOE F.C*１」

があるほか、令和7（2025）年3月には、女子プロサッカーリーグに所属する「ちふれASエルフェン埼玉
*2」の運営会社とスポーツに関する連携協定を締結し、その後ホームタウンとして承認されました。
加えて、スポーツ振興や青少年の健全育成などを目的として、「株式会社西武ライオンズ」と、ラグビー

フットボールを通じた地域振興などを目的として、「学校法人東洋大学*3」及び「パナソニックスポーツ株
式会社*4」と包括連携協定を締結しています。

＊１ 関東サッカーリーグ２部に所属するサッカークラブ
＊２ ＷＥリーグに所属する女子サッカークラブ
＊３ 関東大学ラグビーリーグ戦1部に所属するラグビー部
＊４ ジャパンラグビーリーグワンに所属するラグビーチーム

（＊１～４は令和7年11月時点）

➃ スポーツ

第3章 本市の状況と課題 2 主な観光資源
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3 オーバーツーリズムの状況と取組

主に、休日（土曜・日曜・祝日）の日中における一番街周辺部において、車両と人の錯綜等により、
歩行者や通過車両の双方にとって危険な状態となっています。
また、観光客の歩き食べ行為等によるごみのポイ捨て、車道での写真撮影等のマナー悪化が見られるこ
とから、オーバーツーリズムが発生している状況となっています。

第3章 本市の状況と課題 3 オーバーツーリズムの状況と取組

(1)本市のオーバーツーリズムの状況

①時間帯
主に土曜日・日曜日・祝日における午前１１時から午後３時までの時間帯において、オーバーツーリ

ズムが発生している状況となっています。

②場所
具体的な場所として、川越まつり等のイベント時を除き、

●蔵造りの町並みが残る一番街
●時の鐘がある鐘つき通り
●昔ながらの菓子屋が建ち並ぶ菓子屋横丁
が挙げられます。

③ これまでの主な対策
本市が実施しました対策として、令和５年度までは、休憩場所や飲食スペースを確保するために、

●元町休憩所の開設
●鍛治町広場における東屋の設置

などを実施するとともに、ゴールデンウィークは多くの観光客が訪れることから、ごみが散乱して本市の観
光イメージが悪化することを防止するため、臨時のエコステーションを設置しました。

また、令和６年度は、観光客の受入れと地域住民の生活環境の維持を両立させるため、国の補
助金を活用しながら、以下の対策事業を実施しました。

車道へのはみ出し写真歩行者と車両の錯綜写真 ごみのポイ捨て写真

(2)オーバーツーリズムが発生する時間帯や場所

・歩行者の安全確保や交通円滑化対策に向けた検討
・整理券システム等の導入支援による行列や混雑の解消
・駐車場の混雑や満空状況の情報環境整備
・多様な観光拠点への誘客促進等による観光客の分散化
・マナー啓発動画や掲出物等の作成及び周知
・ごみポイ捨て防止対策の支援によるまちの環境美化
・デジタルマップ制作による一元的な情報発信

主な事業
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なお、令和７年度は、前年度に実施したマナー動画等を継続的に周知することに加え、交通円滑化
などについても段階的に進め、前年度に定めた方向性やテーマ、目指すべき姿をもとに、以下の対策事
業を実施しました。

・一番街周辺交通対策
・観光客混雑区域内市有地の利活用方策の検討
・商店街等の環境美化活動に対する補助
・夜間コンテンツの磨き上げ、夜間滞在推進事業
・「川越観光のこころえづくり」事業

主な事業

第3章 本市の状況と課題 3 オーバーツーリズムの状況と取組
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第3章 本市の状況と課題 3 オーバーツーリズムの状況と取組
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4 本市の現状

令和6（2024）年の国内観光客数は、665.9万人

令和6年における国内観光客数は665.9万人で、コロナ禍前で最も観光客数が多かった令和元
年の89.5％となっています。

令和5年から6年にかけては、コロナ禍明けからの伸びが落ち着き、本市の受け入れ環境等も大き
な変化がなかったことから、対前年比102.32％となっています。

令和6（2024）年の外国人観光客数は、69.9万人

令和6年の訪日外国人旅行客数（推計値）は、3,6８7万人で、前年を 147.1％と大きく上回っ
ているのに対し、本市の外国人観光客数は69.9万人で、前年比では113.7％程度となっており、令
和5年から大きな伸びは見られません。

①入込観光客数

第3章 本市の現状と課題 4 本市の現状

(1)各種データ
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②観光消費額

第3章 本市の状況と課題 4 本市の現状

令和6（2024）年の観光消費総額は、512.61億円（平均観光消費額 7,698円 × 入込観光客数
6,659,000人）。

令和5（2023）年の440.12億円から72.49億円増加となり、前年比117％となりました。

※2021年より調査方法が変更されているため、2019年・2020年は参考値

(円)

(億円)
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令和6（2024）年の一人当たりの消費単価は、宿泊客が39,641円、日帰り客が6,614円となってお
り、いずれも令和5（2023）年を上回っています。
しかし、日本人観光客全体での平均消費単価は、宿泊旅行が69,362円、日帰り旅行が19,533円と

なっており、本市の消費単価を大きく上回っています。

※埼玉県の統計では、日本人宿泊客の平均が、県外24,528円／県内17,047円、日帰り客の平均が県外8,134円／
県内5,498円となっており、全国平均を大きく下回っています。

※ 異常値＊1を除外し、外れ値を除くため回答額の上位5%と下位5％(計10%)の回答を除いた中間項の
平均値で算出しています。

（ ＊1:異常値:宿泊費で100万円を超えるもの､｢その他｣の項目以外で10円未満の金額を入れているも
の､数字の各位に同じ数字を連続して入力しているもの(例＝11,111円)と定義。）

第3章 本市の状況と課題 4 本市の現状

2024年 平均費用（円/人） 2023年 平均費用（円/人）

日帰り客 宿泊客 全体 日帰り客 宿泊客 全体

交通費 1,114 2,109 1,200 1,056 1,615 1,095

宿泊費 - 17,175 17,175 - 11,513 11,513

飲食費 4,553 9,422 4,857 4,230 7,303 4,433

朝食 1,505 1,488 1,500 1,470 1,443 1,451

昼食 2,259 2,509 2,273 2,089 2,230 2,099

夜食 3,248 4,460 3,460 2,847 3,547 2,964

喫茶軽食 1,271 1,712 1,300 1,185 1,326 1,191

食べ歩き 1,388 1,919 1,422 1,274 1,414 1,287

土産品購入費 2,280 3,688 2,374 2,220 2,895 2,289

入館・入場料 1,045 1,612 1,125 986 1,180 1,003

体験料 1,892 1,895 1,867 1,486 1,825 1,527

その他 1,867 5,603 2,292 1,850 5,145 2,189

全項目 6,614 39,641 7,698 6,107 19,596 6,693

項目
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支出した人の割合が92.5%と最も多い飲食費の内、昼食が73.8％、次いで食べ歩きが73.0％となって
います。令和5（2023）年と比較すると、食べ歩きが3.0ポイント増加しています。

第3章 本市の状況と課題 4 本市の現状

調査人数(人) 割合 調査人数(人) 割合

交通費 744 33.1% 899 33.7%

宿泊費 151 6.7% 159 6.0%

飲食費 2,083 92.5% 2,474 92.8%

朝食 237 10.5% 438 16.4%

昼食 1,662 73.8% 2,022 75.8%

夜食 587 26.1% 726 27.2%

喫茶軽食 1,201 53.4% 1,394 52.3%

食べ歩き 1,644 73.0% 1,866 70.0%

土産品購入費 1,229 54.6% 1,432 53.7%

入館・入場料 367 16.3% 442 16.6%

体験料 78 3.5% 132 5.0%

その他 165 7.3% 147 5.5%

2023年 支出した人の割合＊2

項目

2024年 支出した人の割合＊1
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首都圏からの来訪が中心であることから、川越への交通手段は自家用車、鉄道が中心となっています。
④交通手段

川越市の認知方法は、「テレビ」が48.9％と最も多く、以下、「友人知人」27.6%、「Instagram16.1％、
「ポスター・パンフレット」8.4％等が上位に挙げられています。

⑤認知方法

第3章 本市の状況と課題 4 本市の現状

③出発地

埼玉県内からの観光客が48.6％、東京都内からが24.1％で、両都県からの来訪者が7割以上を占めて
います。
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令和6（2024）年のリピーター比率は74.5％であり、4回目以上のリピーターが令和5（2023）年までの構
成を大きく上回り、46.0％を占めています。

※令和元（2019）年は調査手法が異なるため参考値

※川越市観光アンケート調査(川越市)

⑥来訪回数

⑦日帰り・宿泊状況
日帰り客が全体の91.6％を占め、時系列での傾向に大きな変化は見られません。

※令和元（2019）年は調査手法が異なるため参考値

第3章 本市の状況と課題 4 本市の現状



26 ※川越市観光アンケート調査(川越市)

⑧観光時間／同行者

令和6（2024）年の観光時間は、2時間以下が21.4％、2～4時間が50.8％、4時間以上が27.8％と
なっています。

同行者は「パートナー」が32.5％で最も多く、以下、「一人」18.6％、「家族・親戚」19.1％、「友人・知人」
18.9％、「家族(小学生以下の子供連れ」9.1％の順となっており、「家族・親族」での来訪が令和5（2023）
年を大きく上回っています。

令和6（2024）年、令和5（2023）年の立ち寄り観光地点を見ると、「蔵造りの町並み」、「時の鐘」、「菓
子屋横丁」などの中心市街地に集中しており、令和5年から令和6年で大きな傾向の差は見られません。

⑨立ち寄り観光地点

第3章 本市の状況と課題 4 本市の現状
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※川越市観光アンケート調査(川越市)

令和6（2024）年の調査では観光客の71.5％が満足と評価していますが、令和5（2023）年と比べ5％
程度減少しています。また、「大変満足」とする積極的評価のみで見ると、令和4年から減少傾向が見られ、観光
客の増加に伴う混雑状況などの影響が窺える結果となっています。

⑩満足度

観光客からの本市の観光に対する要望としては、上位から「駐車場の整備」38.1％、「トイレの整備」33.6％、
「交通安全性の向上」26.6％、「ゴミ箱の整備」25.2％、「無料休憩所の整備」25.0％等が挙げられています。

⑪観光客からの要望

第3章 本市の状況と課題 4 本市の現状
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川越市の観光について満足しているとしている市民は47.6％で、「満足」と積極的に評価している人は14.0％
に留まっています。また、不満を感じている人も12.8％程度見られ、令和3（2021）年の調査を若干上回って
います。

⑫市民の川越市の観光への満足度

※市民意識調査(川越市)

第3章 本市の状況と課題 4 本市の現状

観光振興に必要な施策としては、上位から「交通問題の改善」が52.4％、「観光客のマナー向上啓発」
35.1％、「駐車場の整備」22.8％、「トイレの整備」20.3％等が挙げられています。

⑬観光振興のために必要な施策

※2024年 n=1,475
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川越市のイメージ

観光地としての川越市のイメージは、「歩いて楽しめる通りや街並みがある」、「おいしい料理・食材がある」、「ま
ちの景観がきれい・雰囲気がよい」、「歴史・伝統がある」等が主なイメージとなっていますが、これらのイメージも訪
問経験のない層では、訪問経験者を大きく下回っています。

また、グリーンツーリズムなどの農業・自然や、イベントなどの資源をイメージする人は少なく、面として楽しめるまち
として認知されていないのが現状です。

第3章 本市の状況と課題 4 本市の現状

（2）［参考］ 川越市のイメージ

※JTB総合研究所「パワーインデックス調査」



５ 第二次川越市観光振興計画（改訂版）の評価

第3章 本市の状況と課題 5 第二次川越市観光振興計画(改訂版)の評価
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第二次川越市観光振興計画（改訂版）の体系は、「基本理念」、「基本方針」、「政策」の４つで構成され、
「施策」に「事業」が紐づいています。
事業の進捗状況について、事業を所管している庁内各課及び関係団体に調査をし、その達成率（0％～

100％）に基づいてAからFまでの評価を行いました。
令和6年度末時点における基本方針・政策別にまとめた進捗状況評価は、以下のとおりです。

(1)事業の進捗

第二次川越市観光振興計画（改訂版）の体系

FEDCBA評価

0％1～24％25～49％50～74％75～99％100％達成率

進捗状況評価の見方

➁基本方針・政策別における事業の達成率

➀計画の構造
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➁基本方針・政策別における事業の達成率

第3章 本市の状況と課題 5 第二次川越市観光振興計画(改訂版)の評価
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全体の評価では、AからCが91％を占めており、特に基本方針2と4については、A及びBの評価が80％
を超えていることから、概ね順調に進捗していることがわかります。一方で、「基本方針１新たな観光をつく
りだそう」はA及びBの評価が63％、「基本方針３安心して観光を楽しめる環境をつくろう」は64％となっ
ており、進捗が遅れている傾向にあります。

この現状を踏まえ、日中の一部の地域に観光客が集中すること等によるオーバーツーリズムの現状への
対応として、観光エリアの拡大や観光時間の延⾧、交通渋滞等の交通問題の解消に対する取り組みを
継続して実施していく必要があります。また、外国人を含む観光客が安心して観光ができる環境整備も
重要です。 さらに、本市が有する歴史・文化・伝統等の観光資源の活用、効果的な情報発信、さらに
は、後継者育成、観光人材の育成等による担い手の確保が求められます。

なお、個別取組の指標についても上位の方針、KGI等への関与度を想定した目標値の設定の検討が
必要です。

➂評価のまとめ

※全体の事業数は94ですが、事業No.66が指標を2つ設けているため、合計が95となっています。

第3章 本市の状況と課題 5 第二次川越市観光振興計画(改訂版)の評価
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(2)戦略的重点施策(後期)の評価

第二次川越市観光振興計画（改訂版）において、本市の観光に係る課題を解決するために、優先度が高く、
集中的に実施する必要性が高い施策として位置づけられた戦略的重点施策(後期)の進捗状況評価は、以下
のとおりです。

施策24 回遊性の向上
施策25 早朝・夜間の観光の推進

評価:共に評価Aとなっていますが、実際には各種データの分析結果の通り、本課題の解決に至っていない
現状があることから、効果的な取組と指標の設定が必要です。

➁課題ごとの評価

課題1 観光時間の伸び悩み

施策28 観光客の動態把握
施策29 SNS等による観光情報の発信
施策32 デジタル技術を活用した情報発信と観光案内サービスの推進

評価:概ね順調に進捗しています。しかし、観光市場の変化に対応するためには、マーケティング視点で効果
的な施策を計画するとともに、観光DXの推進を強化する必要があります。

課題2 デジタル技術の活用不足

施策33 外国人観光客の受入環境の整備

評価:外国語による公衆無線LANの利用回数が目標値を達成し評価Aとなっています。今後も安心して観
光を楽しめるよう、多言語対応や外国人観客のニーズに応じた受け入れ環境の整備が求められます。
また、外国人旅行者の満足度、ニーズを確認するための調査等も必要になります。

課題3 外国人観光客の受入環境不足

施策47 一番街周辺の交通円滑化方策の検討
施策50 観光客の増加対応

評価:一番街周辺の交通円滑化方策について検討が進められ、具体的な取り組みが行われました。しかし、
観光客増加に伴い、交通安全性向上やゴミ箱の設置など、観光客からの要望も多く、継続的な対応
が必要です。

課題4 交通の安全性の不足とゴミ環境問題

施策64 観光協会、商工会議所、DMO川越、商店街等との連携強化
施策67 観光客の増加対応

評価:評価Bの事業が多く見られます。地域活性化を推進するためには、観光課、DMO等がコーディネート
役となり、他自治体や地域内外の関係者とのネットワークを強化する必要があります。

課題5 地域内外の連携不足

➀戦略的重点施策(後期)の概要

第3章 本市の状況と課題 5 第二次川越市観光振興計画(改訂版)の評価
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➂評価のまとめ

第3章 本市の状況と課題 5 第二次川越市観光振興計画(改訂版)の評価
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令和7年
（2025）

最終
目標値

評価令和6年
（2024）

令和5年
（2023）

令和4年
（2022）

令和3年
（2021）
改定前年

令和2年
（2020）

令和元年
（2019）

平成26年
（2014）
基準値

指標

750〇735.8719.1560.8394.7385.0775.7657.9観光客数(万人)１

60.0〇74.571.371.272.164.553.246.3観光客のリピー
ター割合(％）2

3.0〇10.59.351.80.71.04.01.1外国人観光客数
の割合(%)3

65.0×45.443.540.633.869.566.855.6
観光時間半日以
上の観光客割合
(%)

4

4.0〇8.48.25.85.14.75.52.8宿泊観光客割合
(%)5

8×3.63.63.83.93.83.54.4観光地立ち寄り
箇所（箇所)6

5,200〇7,6986,6936,6556,2804,0344,3764,166平均観光消費額
(円)7

全体の
平均
以上

×
観光の振興 0.85
重要度の平均値
0.98

観光の振興 0.81
重要度の平均値 0.92*市民の観光に対

する重要度8

令和元年に775.7万人を記録し、目標値を超しましたが、新型コロナウィルス感染症の
影響で、令和2年に385万人となり大きく減少しました。コロナ禍が収束し、令和4年以
降は順調に回復しており、今後も伸びることが想定されます。

1 観光客数

令和2年に64.5％となり目標値の6割を超え、令和3年以降は7割強で推移しています。2 観光客のリピータ
ー割合

令和元年の段階で4.0％となり目標値を超えましたが、コロナ禍により落ち込み、令和5
年は11.7％と目標値を大きく上回り、令和6年も継続しています。

3 外国人観光客
数の割合

令和元年に66.8％、令和2年に69.5％となり目標値を上回りましたが、令和3年に
33.8％に落ち込み、令和4年以降も低い状況が継続しており、さらなる施策展開が求め
られます。

4 観光時間半日以上
の観光客割合(※)

令和元年に5.5％となって以降、目標値を超えて順調に推移しており、令和5年・6年に
おいては大きく上回っていますが、日帰り観光客が多い状況に変わりはなく、宿泊観光客
の増加は本市の課題となっています。

5 宿泊観光客割合

目標値を大きく下回っており、立ち寄り箇所数の増加による観光時間の延⾧が課題と
なっています。

6 観光地立ち寄り
箇所数

令和3年に目標値を超え、以降も順調に増加が続いています、ただし、増加の一因として
物価高騰も考えられ、持続的な観光地域づくりにおいては、さらなる消費額の向上が求
められます。

7 平均観光消費額

令和5年に実施された川越市市民満足度調査において、重要度は伸びていますが、全
体の平均値も伸びており、目標値には達していません。また、住民の観光に対する意識を
的確に把握するための指標の検討が必要です。

8 市民の観光に対
する重要度

(3)８つの数値目標の評価
平成26(2014)年の実績値を基準値として、8つの数値目標を設定し、令和7(2025)年の最終目標値を定めま

した。令和6(2024)年の実績値と令和7(2025)年の目標値を比較した結果は、以下のとおりです。

➀実績値と目標値の比較

➁評価のまとめ
*平成26年 新たな観光事業の推進0.73 観光環境の整備0.79 ※重要度の平均値0.91

第3章 本市の状況と課題 5 第二次川越市観光振興計画(改訂版)の評価



クロスSWOT分析

第3章 本市の現状と課題 ６ SWOT分析・クロスSWOT分析による現状と課題の抽出

弱み（W)強み（S)

●中心市街地への観光客の集中
●観光時間が短い
●宿泊客が少ない／朝・夕のコンテンツ不足
●郊外にある観光資源の認知不足
（グリーンツーリズム・エコツーリズム等）

●地域の歴史・文化などの魅力を伝える高付加価値
コンテンツ(体験型コンテンツ)が少ない

●観光客の増加に伴う中心市街地における混雑・マ
ナー問題等

●外国人旅行者に対する受入環境整備が不十分
●観光振興の貢献度が可視化されていない

●江戸文化の息づく町並み
●外国人旅行者が気軽に日本の歴史・文化に触

れることができる
●リピーター比率の高さ
●川越まつりなど伝統的な祭りが継続されている
●ウェスタ川越、U-PLACE等を拠点とした新たな
街づくり

●農業体験等が可能な自然環境
●中心市街地住民の観光への関心の高さ
●東京・関東圏からのアクセスの良さ

●政治・経済・社会情勢の変化
●異常気象や地震などの災害リスク
●人口減少・高齢化・旅行の多様化による国内観光

需要の減少
●伝統文化の継承や担い手の減少
●観光関連事業者における人材の減少

●インバウンド観光の拡大
●観光の潮流・旅行者の志向性の変化

脅威（T）機会（O）

弱み強み

☞旅行者がストレスなく滞在できる受入環境の整備
（特にインバウンドを想定した早急な環境整備）

☞観光の潮流を見据えた中心市街地以外の資源の
観光コンテンツ化

☞ターゲットを想定した効果的な情報発信

☞川越の魅力である歴史・文化を生かした
体験型コンテンツの造成、多様な過ごし方の提案

（特にインバウンドを想定したコンテンツの充実）
機
会

☞伝統の継承や観光人材の確保と育成（雇用機会
の創出や観光教育、地域教育等）

☞オーバーツーリズムを含む様々なリスクに対する危機
管理

☞ＣＲＭ*によるリピーターとの継続的な関係性の構築
＝関係人口づくり

☞観光振興や伝統文化継承への市民の参画を促す
仕掛けづくり

脅
威

*CRM:Customer Relationship Management
顧客関係管理を意味する言葉で、顧客との関係を構築し、顧客満足度を向上させ、収益性の向上を図る戦略
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SWOT分析

本市の観光を取り巻く状況と課題を客観的に把握し、戦略的な施策を導き出すため、ＳＷＯＴ分析およびクロス
ＳＷＯＴ分析を行いました。
SWOT分析は、戦略策定において、内部と外部の環境要因を評価するためのフレームワークです。地域が持つ強み

（Strengths）、弱み（Weaknesses）、機会（Opportunities）、脅威（Threats）を明確にし、効果的な
戦略を立案するために用います。
クロスSWOT分析は、SWOT分析の結果を総合的に分析し、具体的な戦略を導き出す手法です。これにより、単

なる現状把握から一歩進んで、実行可能なアクションプランを作成するものです。

６ ＳＷＯＴ分析・クロスＳＷＯＴ分析による現状と課題の抽出
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(1)地域の魅力である歴史・文化の持続的な活用
中心市街地における歴史・文化・伝統、まつりなどは、外国人旅行者にとっても関心が高く、市の

主要な観光資源となっています。しかし、観光客が安心して観光を楽しむための受入環境の整備が
十分ではありません。また、少子高齢化による地域社会の変化やインバウンド観光客の急増に対応
するためには、新たな取り組みが必要です。特に、次世代への歴史・文化・伝統の継承を確実にする
ため、人材の確保と育成を強化し、持続可能な地域づくりを進めることが求められます。

課題のまとめ

国・埼玉県・本市における各種データ、川越市のオーバーツーリズムの状況、第二次川越市観光振興計画（改訂
版）の評価、ＳＷＯＴ分析・クロスＳＷＯＴ分析等から、本市の観光における課題を以下に整理します。

(2)オーバーツーリズムによる影響
特定のエリアや時間に観光客が集中しています。その結果、歩行空間が混雑し、歩行者と車両が入

り乱れることで危険な状況が生まれています。さらに、歩行者が車道にはみ出すこともあり、住民の通行
や車両の渋滞など交通問題も発生しています。
また、観光客による私有地への侵入やゴミのポイ捨てといったマナー違反も問題となっています。このよ

うな状況から、地域住民と観光客の双方から不満の声が上がっており、地域住民の日常生活への悪
影響や安全面での対策が必要です。

(3)マーケティング視点での各種施策の展開と推進体制の確立
コンテンツの造成やプロモーション展開など、ターゲットを想定したマーケティング視点での検討が重要です。

また、デジタル技術のさらなる活用による情報発信や情報の一元化を図る必要があります。
さらに、観光マーケティングや地域マネジメントを担う推進組織、地域内外での連携体制の構築が求めら

れます。観光関連事業者では人手不足が常態化していて、今後の観光振興で必要となる高度な人材も
含め、人材の確保・育成も課題となっております。

(4)多様な観光資源の認知と関係人口づくり
「蔵造りの町並み」や「時の鐘」、「菓子屋横丁」といった主要な観光地点に集中しています。その

結果、一番街周辺が混雑している一方で、他にも歴史的資源等の多様な観光資源があるにもかか
わらず、訪問率が低くなっています。
さらに、多くの観光客が日帰りで日中の短時間での滞在が中心のため、観光消費額は全国と比較

しても低く、地域との交流が限定的であることが課題となっています。
このような状況を改善するためには、グリーンツーリズムなど中心市街地以外の観光コンテンツの磨き

上げや、本市全体の魅力を面として広く発信することが必要です。
また、観光客と地域住民の継続的な交流などにより、一過性の観光客から関係人口へとつなげてい

く観光を目指す必要があります。

「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わ
る人々を指す言葉です。地方圏は、人口減少・高齢化により、地域づくりの担い手不足という課題に直面し
ていますが、地域によっては若者を中心に、変化を生み出す人材が地域に入り始めており、「関係人口」と呼
ばれる地域外の人材が地域づくりの担い手となることが期待されています。（総務省)

関係人口とは
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１ 基本理念
基本理念

小江戸川越らしさの継承

ともにつなぐ 小江戸川越らしさを未来へ
コンセプト

この基本理念には、 「住んでよし、訪れてよし、営んでよし」の観光都市の実現に向け、歴史、文化、
景観、伝統行事、地域住民の暮らしの調和等といった川越特有の「小江戸川越らしさ」を、市民や
観光客、事業者が一体となって次世代に受け継いでいくという想いが込められています。

そのために、今後は、観光入込数という「量」の拡大を目指す観光から、川越ならではの歴史、文化、
伝統などを生かした多様な観光資源による深い観光体験などを提供する「質」を重視した観光施策
を図ることで、地域資源や文化を守りながら経済的な効果も享受できるバランスの取れた観光振興を
推進していきます。

川越がいつまでも川越らしくあり続けるために、市民、観光客、事業者それぞれにとっての小江戸川
越の魅力を高め、「量よりも質」を重視した観光振興を図ることで、小江戸川越らしさを未来につなげ
ていきます。

川越の歴史・文化・伝統・自然環境などの価値を体験できるコンテンツの提供、祭りやイベント
など、観光施策に参画できる仕掛けづくりなどを推進します。そして、市民に川越の魅力をより深
く知ってもらう施策を展開することで、本市に対する愛着、シビックプライドを向上させ、観光地とし
ての川越を誇りに思える地域づくりを推進します。また、観光客だけではなく、市民の活用を想定
した環境整備を行い、市民生活の利便性の向上を図ります。

☞地域の歴史・文化・伝統・自然環境の価値の共有と継承意向・シビックプライドの醸成
☞観光による経済効果の還元による、生活利便性と質の向上

市民

観光客に、川越の歴史と文化を体感・体験して
いただき、リピーターとして、また来たいと思ってもらえ
るような、心に残るコンテンツ造成、郊外を含む観
光ルートの提案、受入環境の整備を行います。

☞川越の魅力の再発見
☞川越ファン、リピーターの増加

観光客

地域として多様な主体が連携し、川越の豊富な地
域資源を活用した魅力的な観光事業を推進していく
ことで、観光客の満足度、リピート率を向上させます。
その結果、川越で事業を営むことによるビジネスチャン
スの拡大、経済的な利益の創出、雇用の安定化に
つなげます。

☞顧客の満足度向上・リピートによる事業の
持続可能性の向上、雇用の安定化

事業者

第4章 第三次川越市観光振興計画の基本理念・基本方針と施策 1 基本理念

【コンセプトのイメージ図】
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2 基本方針・施策

観光環境の充実基本方針1

観光を通じたシビックプライドの醸成基本方針2

市民参加を想定した体験コンテンツの提供やイベント開催など、市民が市の歴史、文化、伝統、農業な
どに触れる機会を増やすことで、本市の魅力を再確認し、愛着、誇りを持ってもらうための仕掛けづくりを行
います。市民参画を促し、川越市の諸資源の価値を共に高めることで、本市のブランディングを推進します。

観光振興の取り組みが、文化財や歴史的建造物、伝統行事、豊富な自然環境など、本市が誇る
資源の保全につながり、市民生活の質を向上させることを前提とした観光振興の取り組みを行います。
また、交通インフラの整備、バリアフリー化などの環境整備、多言語対応、防災対策など、観光客だけ

でなく、市民生活の利便性向上につながる施策を展開します。

基本理念、コンセプトに沿って、以下４つの基本方針のもとに、具体的な施策を設定します。

観光客の受入と生活環境への配慮施策1

誰もが快適に過ごせる観光インフラと受入環境の整備施策２

自然環境に配慮した観光振興施策3

観光客の安全を守る危機管理体制の強化施策4

観光資源を生かした市民参加型の観光地域づくりの推進施策５

市民との協働による川越のブランディング施策6

川越の歴史・文化・伝統の活用施策7

第4章 第三次川越市観光振興計画の基本理念・基本方針と施策 2 基本方針・施策
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地域が潤う観光基本方針3

多様な主体との連携・協働基本方針4

地域資源の磨き上げ等による観光客の観光時間の延⾧、市内周遊の促進など、商店、飲食店、宿
泊施設、地元産品の生産者など、地域としての経済効果の向上につながる施策を展開することにより、
市内の産業を活性化させ、市民の雇用機会の創出につなげます。また、継続的な観光振興の取り組み
を担う人材の育成に取り組みます。

市民、行政、地元商店、宿泊施設、観光関連事業者等、地域の多様な主体が連携し、市全体の経
済活性化を図る体制づくりを行うとともに、他自治体や地域内外の観光関係者とのネットワークを構築し、
地域特性を生かした広域観光を推進します。

魅力的な観光コンテンツの造成による回遊性の向上と滞在時間の延⾧施策9

宿泊機会の創出施策10

地元産品の販売促進施策11

安心して働ける雇用環境の整備施策12

多様な資源やコンテンツを活用した関係人口づくり施策13

観光関係者全体の連携による観光振興施策14

広域連携による地域性を生かした観光振興施策15

データを活用したマーケティング視点による効果的な施策・プロモーション
展開(観光DX）施策8

2 基本方針・施策

第4章 第三次川越市観光振興計画の基本理念・基本方針と施策 2 基本方針・施策



第5章 取組の展開 1 体系図

１ 体系図
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観光環境の充実基本方針1

取組1 観光客増加に対応したマナー対策

取組2 環境美化活動の支援

取組3 公共交通機関利用促進の発信

取組4 一番街周辺の交通円滑化の推進

取組5 観光用駐車場の活用による交通の利便性向上と

パークアンドライドの推進

取組6 自転車シェアリングの推進

取組7 市内バスによる快適な交通アクセスの実現

取組8 歴史的地区環境整備街路事業

取組9 都市計画道路中央通り線整備事業

取組10 快適な観光を支える観光環境の整備

取組11 低利用地の活用の推進と公共空間を生かした休憩・交流

の場づくり

取組12 観光関連施設における外国人観光客の受入環境整備

取組13 多様性に配慮した受入環境の整備

取組14 グリーンツーリズムの推進

取組15 「武蔵野の落ち葉堆肥農法」の観光コンテンツ化の推進

取組16 郊外公園の環境整備・活用推進

取組17 多言語対応による災害時の避難情報の発信

取組18 防災対策の強化と観光客の帰宅困難者対策

施策１
観光客の受入と生活環境への配慮

施策2
誰もが快適に過ごせる観光インフラと
受入環境の整備

施策3
自然環境に配慮した観光振興

施策4
観光客の安全を守る危機管理体制
の強化

観光を通じたシビックプライドの醸成基本方針２

取組19 「川越観光のこころえ」の周知・啓発

取組20 市民参加型・交流型イベントの開催

取組21 市内小・中学校の校外学習における観光関連施設の活用

取組22 小江戸川越ブランドの普及

取組23 市民協働による観光ＰＲ

取組24 小江戸川越大使等によるＰＲ

取組25 市民に向けた観光情報の提供

施策5
観光資源を生かした市民参加型の観光
地域づくりの推進

施策6
市民との協働による川越のブランディング

取組26 次世代につなぐ川越まつり

取組27 有形文化財建造物の活用

取組28 伝統芸能の継承

取組29 観光資源の発掘・磨き上げへの支援

取組30 博物館等を拠点とした歴史・文化体験の推進

施策7
川越の歴史・文化・伝統の活用



第5章 取組の展開 1 体系図

１ 体系図
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地域が潤う観光基本方針3

取組31 データ分析・活用による観光マネジメント

取組32 観光情報の一元化な情報発信

取組33 ＳＮＳ等を活用したプロモーション

取組34 早朝・夜間観光の活性化

取組35 市内観光資源をつなぐ観光ルートを生かした滞在型観光

の推進

取組36 工場見学受け入れ企業の開拓

取組37 文化芸術活動拠点からの魅力発信

取組38 関係機関との連携による宿泊観光の推進

取組39 観光体験と宿泊を組み合わせた滞在促進

取組40 おいしい川越農産物提供店認定

取組41 川越産農産物地産地消推進

取組42 小江戸川越ブランド産品認定事業

取組43 観光人材育成セミナーと働きやすい環境づくり

取組44 観光おもてなし力向上

取組45 観光ガイドの育成

施策8
データを活用したマーケティング視点による
効果的な施策・プロモーション展開

（観光DX）

施策9
魅力的な観光コンテンツの造成による回
遊性の向上と滞在時間の延⾧

施策10
宿泊機会の創出

施策11
地元産品の販売促進

施策12
安心して働ける雇用環境の整備

多様な主体との連携・協働基本方針4

取組51 観光関連団体連携・推進体制づくり

取組52 交通事業者・宿泊事業者との連携

取組53 観光関連データの共有と活用

取組54 観光振興計画の進捗評価の仕組みの確立

施策13
多様な資源やコンテンツを活用した関係
人口づくり

施策14
観光関係者全体の連携による観光振興

施策15
広域連携による地域性を生かした観光
振興

取組46 川越ファンクラブの構築・推進

取組47 関係人口づくりにつながる地域の魅力発信

取組48 川越の伝統的なまつりを活用した関係人口づくり

取組49 コンテンツツーリズムによる関係人口づくり

取組50 スポーツツーリズムによる関係人口づくり

取組55 川越藩歴史資源を活用した広域観光連携

取組56 学生との連携による観光地域づくり

取組57 広域連携による地域資源活用型観光



２ 取組の概要と実施体制

観光環境の充実基本方針1

観光客の受入と生活環境への配慮施策1

観光客増加に対応したマナー対策取組１

ごみのポイ捨て防止やマナー啓発等、市民生活に配慮した対策を行います。概要

川越市 観光関連事業者推進体制

各施策における主な取組は以下のとおりです。

限られたエリアと時間に観光客が集中することによる観光環境や交通に対する課題を解消し、市民生活と
観光の両立に向けた取り組みを実施します。観光環境の対策としては、ごみのポイ捨て防止等の環境美化や
マナー問題への対策を行います。交通問題の対策としては、北部市街地において交通円滑化を進め、パーク
アンドライドや自転車シェアリングを推進することで、地域の交通負担を軽減し、オーバーツーリズム対策を行い
ます。さらに、観光用駐車場の活用や公共交通機関の利用促進により、交通の利便性を向上させることで、
市民生活と観光の調和を実現します。

環境美化活動の支援取組２

商店街、事業者、各団体における環境美化活動を支援します。概要

川越市 観光関連事業者推進体制

43

公共交通機関利用促進の発信取組３

ホームページやSNS,デジタルマップを活用し、観光客が公共交通機関を選択する際に分か
りやすい情報を発信することで、公共交通機関を活用を促します。概要

川越市推進体制

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制



観光客の受入と生活環境への配慮施策1

44

観光環境の充実基本方針1

一番街周辺の交通円滑化の推進取組４

一番街における歩行者の安全確保を図るとともに、交通渋滞を緩和するための車両流入抑
制対策等について、地元および関係機関とともに検討を進め、一番街周辺の交通円滑化を
推進します。

概要

川越市推進体制

自転車シェアリングの推進取組６

川越市自転車シェアリングの観光への活用を図るため、観光客の利用ニーズの把握、サイク
ルステーションの配置の適正化を図ります。概要

川越市推進体制

観光用駐車場の活用による交通の利便性向上とパークアンドライドの推進取組５

中心市街地の自動車交通量を削減するため、迂回誘導看板の設置等による誘導施策を
行うことで、自動車を郊外型駐車場に誘導するとともに、パークアンドライド機能の充実により、
移動にあたっての利便性の向上を図ります。

概要

川越市推進体制

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制



誰もが快適に過ごせる観光インフラと受入環境の整備施策2

観光客が安全かつ安心して過ごせるよう、交通アクセスの改善によるスムーズな移動の実現、歴史的地区
の道路環境整備、高齢者、障害者、乳幼児同伴の観光等に配慮したバリアフリー化、トイレや休憩スペース
の確保などのインフラ整備を行います。また、外国人旅行者が安心して観光を楽しめるよう、市内施設におけ
る多言語化、文化の違いに配慮した観光マナーの推進を行います。これにより、観光客が安心して快適に滞
在できる環境を整え、市民にとっても日常生活での利便性や快適性の向上を図ります。

市内バスによる快適な交通アクセスの実現取組７

観光客の集中による混雑緩和と観光地へのスムーズな移動を目的に、市内バスの運行利
便性を高めます。概要

川越市推進体制

歴史的地区環境整備街路事業取組８

川越の歴史的地区における景観保存と観光客・市民の安全で快適な歩行環境の確保の
ため、道路環境の整備を進めます。概要

川越市推進体制

45

観光環境の充実基本方針1

都市計画道路中央通り線整備事業取組９

観光客・市民の安全で快適な歩行環境の確保のため、無電柱化を伴う道路整備を進めま
す。概要

川越市推進体制

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制



観光関連施設における外国人観光客の受入環境整備取組１２

観光関連施設での多言語対応などを行い、外国人観光客が安心して利用できる受入環
境の充実を図ります。概要

川越市推進体制

46

観光環境の充実基本方針1

低利用地の活用の推進と公共空間を生かした休憩・交流の場づくり取組１１

観光客の集中による混雑緩和と快適な滞在環境の確保を目的に、低利用地の活用の推
進を図るとともに、公共空間を活用した休憩スペースの設置や、イベントでの活用などにより、
地域の活性化と観光資源の多様化を図ります。

概要

川越市推進体制

快適な観光を支える観光環境の整備取組１０

観光客が安心して快適に滞在できる環境を整えるため、観光客が集中する地域を中心にト
イレや休憩場所の利便性向上を図る取組を推進する。バリアフリーに対応した設備の充実
や、多言語による設置場所の案内などを行います。

概要

川越市推進体制

誰もが快適に過ごせる観光インフラと受入環境の整備施策2

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制



自然環境に配慮した観光振興施策3

47

グリーンツーリズム拠点施設での農業体験や食体験の提供、世界農業遺産「武蔵野の落ち葉堆肥農法」
の観光コンテンツ化により、自然と農業の魅力を発信します。加えて、郊外の自然環境を活用した公園の環
境整備を進め、観光資源としての魅力を高めます。これにより、環境保全と観光振興の両立を図り、地域の
魅力を持続的に発展させます。

グリーンツーリズムの推進取組１４

グリーンツーリズム拠点施設において、市民農園や農業体験、自然体験など都市住民が農
や自然に触れる機会を提供するとともに、キャンプスペースの利用による観光時間の延⾧を
図ります。

概要

川越市推進体制

「武蔵野の落ち葉堆肥農法」の観光コンテンツ化の推進取組１５

世界農業遺産「武蔵野の落ち葉堆肥農法」を生かしたコンテンツとして、農業体験ツアーや
ワークショップの造成支援を行い、持続可能な農業の魅力を発信します。概要

川越市 ＤＭＯ川越推進体制

観光環境の充実基本方針1

多様性に配慮した受入環境の整備取組１３

インバウンドを積極的に受け入れたいと考えている事業者の支援や、多様な食文化・宗教に
配慮した受入環境整備および情報発信を行います。概要

川越市 小江戸川越観光協会 ＤＭＯ川越推進体制

誰もが快適に過ごせる観光インフラと受入環境の整備施策2

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制
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観光客の安全を守る危機管理体制の強化施策4

地震や異常気象による災害の増加等、災害発生時における、多言語対応による情報発信を強化し、外
国人観光客を含む全ての観光客が迅速に避難できる体制を整備します。また、防災対策の強化、帰宅困難
者への対応について検討するとともに、非常時の体制を整えます。 これにより、観光客が安心して滞在できる
環境を提供し、地域の安全性を高めます。

多言語対応による災害時の避難情報の発信取組１７

外国人観光客を含む観光客が災害発生時に迅速かつ適切に避難できるよう、市ホーム
ページやＳＮＳ、デジタルマップを効果的に活用した情報発信を行います。概要

川越市推進体制

観光環境の充実基本方針1

防災対策の強化と観光客の帰宅困難者対策取組１８

観光客が安全かつ安心して快適に過ごせるよう、観光エリアにおける防災面の強化等を図る
とともに、帰宅困難者対策を進めてまいります。概要

川越市推進体制

郊外公園の環境整備・活用推進取組１６

郊外に立地する公園の自然環境を保全しつつ、観光資源としての魅力向上を図るため、郊
外の公園や史跡公園の環境整備を推進し、郊外の観光拠点としての活用を図ります。概要

川越市推進体制

自然環境に配慮した観光振興施策3

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制



観光を通じたシビックプライドの向上基本方針2

観光資源を生かした市民参加型の観光地域づくりの推進施策5

「川越観光のこころえ」を周知し、地域資源の再発見を促進します。また、市民参加型イベントを開催し、地
域の魅力を再発見する場を提供します。さらに、市民と共に観光活動を考えるイベントを開催し、地域全体で
観光振興を図ります。
市内の小中学生を対象に地域への愛着と誇りの醸成につながる取り組みを推進します。

「川越観光のこころえ」の周知・啓発取組１９

「こころえ」の中に「地域資源を再発見・深掘りし未来につなげていくこと」を盛り込み、観光が
地域社会に果たす役割について理解の促進を図りながら、住民・事業者・来訪者が自分事
として関わっていくことを誘導します。

概要

川越市 小江戸川越観光協会 ＤＭＯ川越 観光関連事業者 市民推進体制

市民参加型・交流型イベントの開催取組２０

市民と共に、市民が観光体験プログラムを体験できる機会を創出します。参加型イベントを
定期的に開催し、地域の魅力を再発見する場を提供します。概要

川越市 小江戸川越観光協会推進体制

49

市内小・中学校の校外学習における観光関連施設の活用取組２１

本市の歴史、文化、伝統を学んでもらうことで本市への愛着と誇りを醸成します。概要

川越市推進体制

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制



50

観光を通じたシビックプライドの向上基本方針2

市民との協働による川越のブランディング施策6

川越の魅力を生かしたブランドの普及活動、市民との協働による川越の歴史、文化、伝統等のＰＲ活動
により、地域愛と認知度の向上を図ります。また、小江戸川越大使等によるＰＲ活動で著名人を活用した広
報を行います。さらに、広報川越や市ホームページを通じて市民に観光情報を提供し、地域全体での観光振
興を図ります。

小江戸川越ブランドの普及取組２２

市民と共に川越の魅力を生かしたブランドを形成・発信することで、本市の認知度と市民の
地域愛の向上を図ります。概要

川越市 小江戸川越観光協会 ＤＭＯ川越推進体制

市民協働による観光ＰＲ取組２３

市内の歴史遺産を市民と協働でＰＲします。地域の歴史的価値を広め、観光客の誘致を
図ります。概要

川越市推進体制

小江戸川越大使等によるＰＲ取組２４

小江戸川越大使及び小江戸川越観光親善大使等を通じて、川越にゆかりのある著名人
による本市のＰＲを行います。概要

川越市推進体制

市民に向けた観光情報の提供取組２５

広報川越や市ホームページ、ＳＮＳ等を通じて、観光情報や観光行政の取組等の情報を
市民に分かりやすく提供します。概要

川越市推進体制

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制
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観光を通じたシビックプライドの向上基本方針2

川越の歴史・文化・伝統の活用施策7

本市が有する文化財や歴史的建造物、伝統芸能、伝統行事等の保護と効果的な活用を行い、次世代
に継承します。観光客への発信に加え、市民に対しても伝統芸能や伝統行事にふれる機会を増やすことで、
本市への愛着と誇りを醸成し、後継者不足の解消に繋げます。
また、観光資源の発掘・磨き上げを支援し、建築物などの観光資源を整備・利活用します。さらに、博物館

等を拠点に歴史・文化体験を推進し、持続可能な観光地域づくりを目指します。これにより、地域全体で川
越の魅力を次世代に伝え、観光振興を図ります。

有形文化財建造物の活用取組２７

本市にある有形文化財建造物を活用した体験型イベントや地元産品や交流の場の活用
等の取組により、その価値を次世代に継承していきます。概要

川越市 小江戸川越観光協会 ＤＭＯ川越推進体制

伝統芸能の継承取組２８

川越市が誇る伝統芸能である囃子や獅子舞等を次世代につなげるため、実演の機会を広
く提供するとともに、後継者の育成に取り組みます。概要

川越市推進体制

次世代につなぐ川越まつり取組２６

川越まつりを次世代につなげるため、後継者育成、企画・運営の担い手の確保の推進を図
るなど、地域全体で伝統を継承します。概要

川越市推進体制

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制



川越の歴史・文化・伝統の活用施策7

52

観光資源の発掘・磨き上げへの支援取組２９

地域への愛着を深める仕掛けづくりや地域の資源を生かした観光コンテンツづくり、受入観光
整備への支援を行います。概要

川越市 ＤＭＯ川越推進体制

観光を通じたシビックプライドの向上基本方針2

博物館等を拠点とした歴史・文化体験の推進取組３０

川越の歴史・文化・伝統を次世代に継承し、持続可能な観光地域づくりにつなげるため、博
物館等を活用した歴史・文化体験事業に取り組みます。概要

川越市推進体制

地域が潤う観光基本方針3

データを活用したマーケティング視点による効果的な施策・プロモーション展開（観光DX）施策8

各種観光データや観光市場の動向等のデータを収集・分析し、マーケティング視点による具体的なターゲッ
トを想定した効果的な観光施策、プロモーション展開の検討を行います。
また、観光DX連携プラットフォームを構築し、観光情報を一元化して多様なステークホルダーがデータを共有

できる仕組みを整備します。情報発信では、デジタルプラットフォームを通じて観光情報をリアルタイムで提供し、
SNSを活用したプロモーションを強化します。

データ分析・活用による観光マネジメント取組３１

データの一元化を図り、ビッグデータの活用に加え、アンケート調査やヒアリングを通じて、市
民・観光客・事業者の意識を把握し、施策に反映させるよう、データ等に基づく観光戦略立
案・マネジメント等への支援を行います。

概要

川越市 ＤＭＯ川越推進体制

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制



魅力的な観光コンテンツの造成による回遊性の向上と滞在時間の延⾧施策9

早朝・夜間観光の創出・コンテンツの磨き上げにより、早朝・夜間の観光需要の創出と昼間の混雑の分散
化を実現します。さらに、市内の歴史、文化、自然などの観光資源を結び付け、市内での回遊性を高めます。
これにより、地域の魅力を高め、滞在型観光を推進します。

ＳＮＳ等を活用したプロモーション取組３３

ＳＮＳ等を活用して、イベント等の観光コンテンツの情報発信を行います。また、多言語で
の観光パンフレットやＳＮＳでの発信も充実させます。概要

川越市 小江戸川越観光協会 ＤＭＯ川越推進体制

データを活用したマーケティング視点による効果的な施策・プロモーション展開施策8

53

観光情報の一元化な情報発信取組３２

観光情報を一元化し、観光客が必要な情報を簡単に取得できるようにします。観光地の混
雑状況、イベント情報、交通情報などをリアルタイムで提供します。概要

川越市 小江戸川越観光協会推進体制

地域が潤う観光基本方針3

早朝・夜間観光の活性化取組３４

早朝や夜の時間帯に楽しむことができるまち歩きやイベント等の魅力を創出することにより、
滞在時間の延⾧及び市内に前泊・後泊する機会の創出を図ります。概要

川越市 小江戸川越観光協会 ＤＭＯ川越推進体制

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制



魅力的な観光コンテンツの造成による回遊性の向上と滞在時間の延⾧施策9

工場見学受け入れ企業の開拓取組３６

工場見学を活用した体験型の産業観光を推進します。市ホームページにて工場見学可能
な工場を公開して情報発信を行います。概要

川越市推進体制

文化芸術活動拠点からの魅力発信取組３７

地域の文化的魅力を高め、回遊性の向上と観光時間の延⾧を図ります。概要

川越市推進体制

54

市内観光資源をつなぐ観光ルートを生かした滞在型観光の推進取組３５

市内の歴史、文化、自然などの多様な観光資源をつなぐ観光ルートを活用し、移動や体験
を楽しめる仕組みを整えることで滞在時間の延⾧を図ります。概要

川越市 小江戸川越観光協会 ＤＭＯ川越推進体制

地域が潤う観光基本方針3

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制



宿泊機会の創出施策10

宿泊事業者や観光関連団体と連携し、市内の観光資源を活用した宿泊プランや体験型コンテンツを提供
することで、宿泊者数の増加と消費額の拡大を図ります。また、観光体験と宿泊を組み合わせたプランを提供
し、観光客の滞在を促進します。これにより、ナイトタイムエコノミーの活性化を図り、宿泊機会を創出します。

関係機関との連携による宿泊観光の推進取組３８

宿泊事業者や観光関連団体と連携し、宿泊目的や利用者に関する実態把握に努め、市
内の多様な観光資源を活用した宿泊と絡めた事業を展開することで、宿泊観光の推進を
図り、消費額拡大を図ります。

概要

川越市 小江戸川越観光協会 ＤＭＯ川越推進体制

観光体験と宿泊を組み合わせた滞在促進取組３９

市内での観光体験と宿泊施設を組み合わせたプランを提供します。概要

川越市 小江戸川越観光協会 ＤＭＯ川越推進体制

55

地域が潤う観光基本方針3

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制



地元産品の販売促進施策11

川越産農産物、郷土料理、ご当地グルメ等の魅力を広くＰＲすることで、生産・流通の促進と消費拡大を
図ります。また、川越産農産物の知名度の向上、小江戸川越ブランド産品の認定などにより、地元産品のブラ
ンド力の向上と販売促進を図り、地域経済の活性化を目指します。

おいしい川越農産物提供店認定取組４０

川越産農産物の魅力を広く市民、観光客等にＰＲする市内の飲食店等を認定し、川越
産農産物の生産・流通の促進及び消費の拡大を図る取組を進めます。概要

川越市推進体制

川越産農産物地産地消推進取組４１

「おいしい川越」ロゴグッズの活用、直売イベントの開催協力、ＰＲシートを活用した効果的
な異業種交流会の開催、配達業務を希望する農業者と飲食店を把握し、マッチングを行う
ことで川越産農産物の利用促進を図ります。

概要

川越市推進体制

小江戸川越ブランド産品認定事業取組４２

ブランド産品の認定をし、地域の特産品としての価値を高めます。概要

川越市 小江戸川越観光協会推進体制
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地域が潤う観光基本方針3

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制



57

安心して働ける雇用環境の整備施策12

観光分野で働く、市内の観光関連事業者、商業、飲食業等の従事者が、働きやすい環境づくりを支援し
ます。収益向上、雇用機会の増加を目指すとともに、質の高い観光サービスの提供を目指します。また、イン
バウンド対応などこれからの観光サービスにおいて求められる人材や、ローカルガイドの育成などへの支援を行い
ます。これにより、観光業界での雇用環境を整え、地域経済の活性化を図ります。

観光人材育成セミナーと働きやすい環境づくり取組４３

観光分野で安心して働ける環境をつくるための人材育成セミナーを関係団体と連携して開
催します。概要

川越市 川越商工会議所推進体制

観光おもてなし力向上取組４４

観光事業者を対象にした接遇の向上や観光客のおもてなしに関する取組等を実施します。概要

川越市 観光関連事業者推進体制

地域が潤う観光基本方針3

観光ガイドの育成取組４５

観光ガイド・外国語観光ボランティアガイドの育成をします。概要

川越市 小江戸川越観光協会 観光関連事業者推進体制

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制



住民、地元事業者、来訪者との関係構築のためのプラットフォームの構築、川越出身者が地域のまつりや
伝統行事に参加しやすい環境の整備、市内の多様なコンテンツを活用した来訪者と市民の関係づくりを促す
ツーリズム(コンテンツツーリズム、スポーツツーリズムなど）の推進を通し、関係人口の拡大を図ります。これによ
り、地域の文化継承とコミュニティの拡大を目指し、本市の魅力を高めます。

基本方針4

多様な資源やコンテンツを活用した関係人口づくり施策13

多様な主体との連携・協働

58

川越ファンクラブの構築・推進取組４６

来訪者、地元事業者、市民を含めた川越ファンを登録する仕組みを構築し、それぞれをつな
ぐことで、関係人口の増加を目指します。ファンクラブの仕組みを利用し、地域資源を活かし
たイベント等の情報発信および交流会の機会の提供を図るとともに、属性等を整理把握す
るCRMのシステムを利用して、先方が欲しい情報に対して的確な情報の発信をします。

概要

川越市 ＤＭＯ川越 市民推進体制

関係人口づくりにつながる地域の魅力発信取組４７

地域外の人々が本市に関心を持ち、定期的に訪れるような関係人口を増やすための情報
発信や受入体制の整備等を推進します。概要

川越市 小江戸川越観光協会 ＤＭＯ川越 市民推進体制

川越の伝統的なまつりを活用した関係人口づくり取組４８

川越まつり、川越百万灯夏まつり、小江戸川越春まつり等の伝統的なまつりを活用し、市
民・観光客・川越出身者及び居住経験者が参加しやすい環境を整え、地域の文化の継承
を図るとともに、関係人口やコミュニティの拡大を図ります。

概要

川越市 小江戸川越観光協会 商工会議所 観光関連事業者推進体制

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制



多様な資源やコンテンツを活用した関係人口づくり施策13

59

コンテンツツーリズムによる関係人口づくり取組４９

映画・ドラマ・アニメ等の舞台となった市内の各所を活用した市内回遊の施策を展開します。
作品ファンとの継続的なつながりを形成し、関係人口およびファンコミュニティの拡大を図ります。概要

川越市 観光関連事業者推進体制

スポーツツーリズムによる関係人口づくり取組５０

市内の主要な観光資源、歴史的な景観を活用したマラソン等の体験型スポーツイベントを
展開します。観光とスポーツを融合させた交流機会を創出し、関係人口およびファンコミュニ
ティの拡大を図ります。

概要

川越市 観光関連事業者推進体制

基本方針4 多様な主体との連携・協働

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制



市内の観光関連団体のみでなく、農業、商業、飲食業など多様な主体との連携により、観光振興による
市全体の経済効果を高め、持続可能な観光地域づくりを推進します。

観光関係者全体の連携による観光振興施策14

60

交通事業者・宿泊事業者との連携取組５２

交通事業者、宿泊事業者、商店、寺社などと連携を図り、観光客の利便性を向上させる
施策を展開します。概要

川越市 小江戸川越観光協会 ＤＭＯ川越 観光関連事業者推進体制

観光関連データの共有と活用取組５３

経済効果だけでなく多様な指標を導入したマネジメント会議の開催等、事業者間で観光関
連データを共有する仕組みを構築し、データに基づく戦略的な観光振興を推進します。概要

川越市 ＤＭＯ川越推進体制

基本方針4 多様な主体との連携・協働

観光関連団体連携・推進体制づくり取組５１

市全体の経済活性化に向け、観光協会、商工会議所、ＤＭＯ川越などと連携し、それぞ
れの役割を明確にした観光推進体制を整えます。定期的に連携会議を開催し、観光振興
に関する情報共有や会議、合同イベントなどを通じて観光振興を図ります。

概要

川越市 小江戸川越観光協会 ＤＭＯ川越 観光関連事業者推進体制

観光振興計画の進捗評価の仕組みの確立取組５４

計画の進捗を毎年、評価する仕組みを導入し、計画の効果を客観的に測定します。概要

川越市 ＤＭＯ川越推進体制

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制



他自治体、交通関連事業者、大学など、市内外の多様な主体との連携により、地域の特性を生かした広
域観光を推進します。

広域連携による地域性を生かした観光振興施策15

61

川越藩歴史資源を活用した広域観光連携取組５５

川越藩にゆかりのある周辺市町村や地域団体と連携し、歴史資源を活用した観光を協働
で推進します。歴史スポットを繋ぐ周遊ルートの設定、情報発信やデジタルマップでの紹介を
行います。これにより、地域全体の観光魅力を高め、広域における観光振興を図ります。

概要

川越市 小江戸川越観光協会 ＤＭＯ川越 観光関連事業者推進体制

学生との連携による観光地域づくり取組５６

市内外の学生との連携により、本市の観光振興につながる取り組みを行います。概要

川越市推進体制

広域連携による地域資源活用型観光取組５７

他自治体や地域内外の観光関係者と連携し、地域ごとの特色ある観光資源を組み合わせ
た観光ルートやイベントを企画・実施することで、広域的な観光振興を推進します。概要

川越市 小江戸川越観光協会 観光関連事業者推進体制

基本方針4 多様な主体との連携・協働

第5章 取組の展開 2 取組の概要と実施体制
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本計画の推進及び観光振興に取り組むために、川越市を中心に、小江戸川越観光協会、ＤＭＯ川越、
川越商工会議所、観光関連事業者、市民が連携し、地域一体となった観光地域づくりに取り組みます。

2 各主体の役割

➂DMO川越

①川越市

1 推進体制

DMO川越小江戸川越観光協会

市民

観光関連事業者川越商工会議所

観光施設の整備など、観光振興を図る上で必要となるインフラ整備を推進します。
また、市の関係部局間での連携を図り、国・県を始め、関係市町村や観光関連団体、民間事業

者、市民との協働による取組や調整を行います。総合計画や本計画に基づく施策を推進し、各主
体が取り組む事業を支援します。観光による地域の活性化を図る役割を担います。

地域の「稼ぐ力」を引き出し、地域の誇りや愛着を育む地域経営のハブとして、明確なコンセプトに
基づく戦略を策定し、多様な関係者との調整を図り、着実に地域の観光を推進していく役割を担い
ます。
観光地域づくりを進める上での関係者間の合意形成、各種データの継続的収集・分析に基づく

戦略(ブランディング)の策定、ＫＰＩ設定とＰＤＣＡの確立、観光資源の磨き上げ、 関係者の事
業と戦略の整合性を図る調整・仕組みづくり、およびプロモーションを担います。

➁小江戸川越観光協会

観光振興の中心的な役割を担う民間団体として、会員や関連団体等との連携を図りながら、ま
ちに賑わいを創出するための各種事業を実施します。
また、観光情報を収集し、DMO川越と連携しWEBサイトやSNSを通じて広く発信するとともに、

関係各所に出向いて積極的な観光プロモーションを実施する役割を担います。

川越市



④川越商工会議所

⑤観光関連事業者

⑥市民

本市を訪れた方に満足していただくためには、市民一人ひとりが温かく迎え入れ、川越の魅力を伝
えることが重要です。そのためには、市民それぞれの立場で郷土に誇りと愛着を持ち、観光の地域へ
の貢献を理解していただくことで、多くの市民の皆さんに観光まちづくりに参加・協力していただけるよ
うな取り組みを展開します。

交通関連、宿泊関連、旅行関連、商店街、商店・飲食店等の観光関連事業者はそれぞれの
特性を生かしながら、観光地への円滑なアクセスや快適で安心な滞在環境の充実、地域資源を活
用した魅力ある旅行商品の造成、商店街や店舗による賑わいの創出や景観・環境美化への取組、
特色ある商品やサービスを通じた地域の威力発信などに取り組むことにより、観光消費の拡大と持
続可能な観光地域づくりに寄与することが期待されます。

市内の商工業事業者により構成される商工会議所は、観光振興においても企業・事業者と産
業関係機関との調整役として、市や観光協会等が実施する観光振興施策に協力しながら、地域
経済の発展を担います。
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3 施策の評価・効果検証

4 財源

本施策の推進に当たっては、川越市が中心となって、取組の評価や検証を毎年度行います。
各施策の進捗状況と成果の評価・検証を行い、次年度以降の施策や事業内容の改善・修正を行うなど、
本計画で掲げた目標達成に向けて取り組みます。

主な財源は下記の通りです。なお、本計画に基づく施策を推進するため、国・県等の補助金・交付金
についても効果的に活用しながら、本市の観光振興に必要な財源を安定的に確保し、持続可能な観
光地域づくりを推進します。

(1)観光施設の入館料・入場料
観光客が入館料を支払ったうえで利用する主な施設として、川越まつり会館、旧山崎家別邸がありま

す。入館料・入場料の価格設定の最適化を図りつつ、施設の入館・入場促進により、入館料・入場料
の増加に繋げます。

(2)市庁舎駐車場利用料
市役所本庁舎の南側駐車場及び北側駐車場について、主に土曜・日曜・祝日において、市内観光

用として利用できるよう有料での開放を行っています。
蔵造りの町並みに近接しているため一定の利用率があります。今後も、市の貴重な収入源の一つとし

て活用を進めていきます。

第6章 第三次川越市観光振興計画の推進に向けて 3 施策の評価・効果検証 4 財源
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(3)みんなで支える観光基金
本市のふるさと納税制度における納税された寄附金の使いみちとして「みんなで支える観光基金

に積み立てて活用」が指定されると、観光振興に係る事業に活用することができます。
受入環境の整備や川越まつりの山車・屋台の保存修理に係る支援をはじめとして、幅広い活用

を進めます

(4)企業版ふるさと納税（※）

積極的な募集を図り、地方創生プロジェクトの一つである観光振興に係る事業への活用を進めます。

(5)観光関連税（法定外税等）
他自治体の事例を参考にしながら、安定した収入源となる観光関連税（法定外税等）の導入可

能性について、調査・研究を進めます。また、導入にあたっては、市民や関係者との意見交換を通じて、
慎重に対応してまいります。

※企業版ふるさと納税:国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った

場合に、法人関係税が税額控除される仕組み〔特例制度の適用期限は令和9年度まで（令和８年３

月時点）〕。

第6章 第三次川越市観光振興計画の推進に向けて 4 財源



5 数値目標

66

指標の把握方法方向性
令和12

(2030)年
目標値

令和6
(2024)年

実績値
指標

川越市市民意識調査
R9・R12実施57.6％47.6%➀市民の観光に対する満足度

川越市観光アンケート調査等78.0％71.5％➁観光客の観光に対する満足度

川越市観光アンケート調査等79.5％74.5％③リピーター率

川越市観光アンケート調査等57.0％45.4％
➃観光時間半日以上の観光客
の割合

川越市観光アンケート調査等13.8％8.4％⑤宿泊観光の割合

川越市観光アンケート調査等9,800円7,698円
⑥平均観光消費額
(1人当たり平均）

川越市観光アンケート調査
×入込観光客数739.4億円566.4億円⑦観光消費額(推計)

川越市入込観光客 統計754.5万人735.8万人⑧入込観光客数

本計画の実現に向けて、次のとおり、8つの数値目標を設定します。

第6章 第三次川越市観光振興計画の推進に向けて 5 数値目標
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第7章 計画の策定経過 1 組織体制 2 策定経過

１ 組織体制

(1)川越市観光振興計画審議会

学識経験者、市内の関係団体等の代表者、市民で構成され、「川越市観光振興計画検討委員
会・部会」から報告を受けて、計画に位置付ける施策、その他の観光振興に関する事項について審議
し、施策の見直しや新たな施策・事業の具体化について提言を行います。

(2)川越市観光振興計画検討委員会・部会

観光振興に係る事業を所管する庁内の課相当の所属⾧で構成される検討委員会、課相当の業務
担当者で構成される検討部会の２つの組織において、計画に位置付ける施策の内容等を検討し、審
議内容について「川越市観光振興計画審議会」に報告します。
計画策定後は、施策の進捗管理を行い、実施状況の整理、効果の検証、問題点の把握等を行い

ます。

２ 策定経過

(1)川越市観光振興計画審議会

①委員

会 ⾧ 鈴木涼太郎 獨協大学外国語学部 教授
副会⾧ 伊藤 幾造 埼玉県ホテル旅館生活衛生同業組合 川越支部

（川越ホテル旅館協同組合）
委 員 西川 亮 立教大学観光学部 准教授

京野 弘一 一般社団法人DMO川越
櫻井 理恵 川越商工会議所
山田 禎久 公益社団法人小江戸川越観光協会
木村 昌幸 川越商店街連合会
谷島 賢 川越市公共交通利用促進協議会
仲 清明 公募による市民
園田賢一郎 公募による市民

②検討状況

第１回 令和7年5月22日
○次期川越市観光振興計画の策定について
○現計画の評価
○本市の観光に係る現状
○現計画と現状から見る本市の課題について
○次期川越市観光振興計画の目指す姿について
○次期川越市観光振興計画の骨子案について
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②検討状況

第２回 令和7年8月18日
○次期川越市観光振興計画の骨子（案）について

第３回 令和7年10月23日

(2)川越市観光振興計画検討委員会

①委員

委員⾧ 産業観光部⾧
副会⾧ 観光課⾧
委 員 広報室⾧ 政策企画課⾧ 美術館⾧ 環境政策課⾧ 産業振興課⾧

農政課⾧ 都市景観課⾧ 交通政策課⾧ 公園整備課⾧ 文化財保護課⾧
博物館⾧

②検討状況

第１回 令和7年5月12日
○次期川越市観光振興計画の策定について
○現計画の評価
○本市の観光に係る現状
○現計画と現状から見る本市の課題について
○次期川越市観光振興計画の目指す姿について
○次期川越市観光振興計画の骨子案について

第２回 令和7年8月7日
○第１回川越市観光振興計画審議会の結果について
○川越市観光振興計画審議会委員による意見交換会の結果について
○次期川越市観光振興計画の骨子（案）について

第３回 令和7年10月10日
○第三次川越市観光振興計画（案）について
・計画書の全体構成

・第５章「具体的な取組と概要」の内容について

第7章 計画の策定経過 2 策定経過
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(3)川越市観光振興計画検討部会

①委員

部会⾧ 観光課⾧
部会員 広報室 政策企画課 美術館 環境政策課 産業振興課

農政課 都市景観課 交通政策課 公園整備課 文化財保護課
博物館

②検討状況

第１回 令和7年5月8日
○次期川越市観光振興計画の策定について
○現計画の評価
○本市の観光に係る現状

第２回 令和7年8月1日
○素案について

第３回 令和7年10月7日
○第三次川越市観光振興計画（案）について
・計画書の全体構成
・第５章「具体的な取組と概要」の内容について

第7章 計画の策定経過 2 策定経過


